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令和７年６月２６日 

国 住 心 第 ４ ４ 号 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

国土交通省住宅局長       

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の 

一部を改正する法律の施行に向けた準備行為について 

 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法

律第 43 号。以下「改正法」という。）が令和６年６月５日に公布され、令和７年 10月１日から施行され

る1。また、改正省令（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴う国土交通省・厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和７年厚生労働省・国土

交通省令第４号）及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令（令和７年国土交通省令第 71号）をいう。

以下同じ。）が令和７年６月 24 日に公布され、改正法の施行日（令和７年 10 月１日）から施行される。 

 近年、高齢者や単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進行し、今後、高齢者、低額所得者等の住宅確保

要配慮者の賃貸住宅への入居に対するニーズが更に高まることが見込まれている。一方、民間賃貸住宅

の賃貸人の中には、住宅確保要配慮者の入居について、居室内での死亡事故、死亡時の残置物処理、家賃

滞納等に対する懸念を持つ者も多い。改正法及び改正省令は、こうした状況を踏まえ、住宅施策と福祉施

策が連携した地域における総合的かつ包括的な居住支援体制の整備等を推進するための所要の措置を講

じるものであり、これらを円滑に施行するため、同年７月１日から一部の措置について準備行為の実施

を可能としている。 

 以上を踏まえ、改正法による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成 19年法律第 112 号。以下「法」という。）並びに改正省令による改正後の国土交通省・厚生労働

省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29年厚生労働省・

国土交通省令第１号。以下「共管省令」という。）及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律施行規則（平成 29 年国土交通省令第 63号。以下「単管省令」という。）に基づく準備行為

の実施等については、下記事項に留意の上、適確かつ円滑な運用を図るようお願いする。 

都道府県にあっては、貴管下市町村に対しても、この旨周知いただくようお願いする。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言

であることを申し添える。 

 

 
1  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を 

定める政令（令和７年政令第 184 号）による。 
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記 

 

第１ 残置物処理等業務の認可等に関する準備行為（改正法附則第３条関係） 

  改正法により、住宅確保要配慮者居住支援法人（以下「居住支援法人」という。）は、法第 62条第５

号に掲げる業務（以下「残置物処理等業務」という。）を行う場合には、法第 59条第１項の指定又は法

第 61 条第１項の業務の変更の認可を受けることに加え、法第 64 条第１項に基づき残置物処理等業務

規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととされた。 

これにより、改正前の法第 42条第４号に掲げる附帯業務等として「残置物処理等業務」に該当する

業務を行っている居住支援法人は、改正法の施行日（令和７年 10 月１日）以降、新たに委託を受けて

残置物処理等業務を実施する場合は、法第 61 条第１項の業務の変更の認可及び法第 64 条第１項の残

置物処理等業務規程の認可を受ける必要があり、これらを受けずに残置物処理等業務を実施した場合、

法第 68 条に基づく監督命令等の対象となる場合がある。 

これら既存の居住支援法人が改正法の施行日（令和７年 10月１日）以降も適切に業務を行うための

手続きを円滑に行うことができるよう、改正法附則第３条において、令和７年７月１日時点において改

正前の法第 40条の規定により指定された居住支援法人であるものは、改正法の施行日（令和７年 10月

１日）前においても、法第 61条第１項の規定の例により、残置物処理等業務の実施に係る業務の変更

の認可の申請を行うことができることとされた。申請を受けた都道府県知事は、改正法の施行日（令和

７年 10 月１日）前においても、法第 61 条第１項及び第３項の規定の例によりその認可及び公示をす

ることができ、この場合において、当該認可及び公示は、施行日（令和７年 10月１日）以後は、それ

ぞれ同条第１項の認可及び同条第３項の規定による公示とみなされる。 

また、業務の変更の認可を受けた居住支援法人は、改正法の施行日（令和７年 10 月１日）前におい

ても、法第 64条第１項の規定の例により、同号に規定する残置物処理等業務規程の認可の申請を行う

ことができることとされた。残置物処理等業務規程の認可の申請を受けた都道府県知事は、施行日（令

和７年 10 月１日）前においても、法第 64 条第１項の規定の例によりその認可をすることができ、こ

の場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなされる。 

上記法第 61 条第１項及び第 64 条第１項等の運用に当たっては、下記事項を踏まえ、適切に対応さ

れたい。 

 

１ 業務の変更の認可（法第 61 条第１項等関係） 

   改正前の法第 40条の規定により指定された既存の居住支援法人は、指定時の支援業務の種別を変

更して新たに残置物処理等業務を行う場合には、法第 61 条第１項に基づく業務の変更の認可を受け

なければならない。なお、居住支援法人は、必ずしも法第 62 条各号に掲げる業務を全て行わなけれ

ばならないものではなく、残置物処理等業務を行わないことも可能である。また、地方公共団体か

ら、居住支援法人に対し、地域において必要な業務の実施を依頼・相談することは差し支えない。 

業務の変更の認可の申請に当たっては、残置物処理等業務に係る法第 60条第２項第１号の支援業

務の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）等を添付した認可申請書を都道府県知事に提出

しなければならない。 

実施計画には、残置物処理等業務に係る下記(1)～(5)の事項を記載しなければならない。 
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(1) 組織、人員及び運営に関する事項 

(2) 支援業務の概要及び実施の方法に関する事項（住宅確保要配慮者から対価を得て行う場合にお

いては、当該業務の内容、対価及び提供の条件に関する事項を含む） 

(3) 地方公共団体との連携に関する事項 

(4) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保

要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項 

(5) 支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項 

都道府県知事は、居住支援法人が残置物処理等業務に関し下記(1)～(5)に掲げる基準（以下「業務

変更認可基準」という。）のいずれにも適合していると認めるときは、当該認可をするものとする。

具体的な業務変更認可基準の考え方は都道府県知事において判断することとなるが、例えば、以下の

ようなものが考えられる。 

(1) 実施計画が、残置物処理等業務の適確な実施のために適切なものであること 

 （例） 

・ 残置物処理等業務の実施のために必要な組織、人員及び運営の体制を確保していること 

・ 特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないものであること 

・ 法第４条に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進

計画に照らして適切なものであることその他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促

進に資するものであること 等 

(2) 実施計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること 

 （例） 

・ 残置物処理等業務を行うために必要な財源を法人として十分に有していること 

・ 住宅確保要配慮者に対する居住支援活動の実績を有していること 等 

(3) (2)のほか、残置物処理等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を

確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎であって以下に定めるものを有するもの

であること 

    ① 知識及び能力 

ア～ウに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、住宅確保要配慮者の

意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、当該契約に基づく事務の処理その他の業務

を当該住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うこと

ができるもの 

ア 法第 62 条第１号から第４号までに掲げるいずれかの業務の経験 

イ 法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験 

（イの例）弁護士、司法書士等の事務所における法律関係業務の経験 

ウ その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験 

（ウの例）社会福祉協議会（社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 10 章第３節に規定す

る社会福祉協議会をいう。）の事業に係る業務の経験 

      ② 財産的な基礎 

次のア～ウに掲げる基準のいずれにも適合するもの（ア及びイについては、申請時の添付書



 

4 

 

類である「申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表」等を参

考に総合的に判断する。） 

ア 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること 

イ 財産及び損益の状況が申請の日の属する事業年度以降良好に推移することが見込まれる

こと 

ウ 行おうとする残置物処理等業務の内容、規模及び態様に照らして、当該業務を継続的かつ

安定的に実施するに足りる財産的基礎を有するものであること 

（ウの例）委託を受ける住宅確保要配慮者の数や動産の処理方法（保管、処分等）等に応じ

て、当該業務を継続的かつ安定的に実施するに足りるものであること 

(4) 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって残置物処理等業務の

公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること 

     （例）利益相反関係となるおそれのある他の業務を実施する組織との間に、適切な分離がなされ

ていること 等 

(5) (1)～(4)のほか、残置物処理等業務を公正かつ適確に行うことができるものであること 

（例） 

・ 定款等において残置物処理等業務を実施するために必要な記載がなされていること 

・ 残置物処理等業務の実施のための意思決定がなされていること 

・ 法令等遵守のために必要な組織体制、内部規則等が適切に整備されていること（法令等に

違反し処分又は指導監督を受けた場合において、適切な改善措置が取られていること等を含

む） 等 

   なお、居住支援法人は、法第 61 条第１項の認可を受けたときは、共管省令第 43 条第４項の規定

に基づき、実施計画に記載された事項（残置物処理等業務に係るものに限る。）をインターネットの

利用その他の適切な方法により公示しなければならないことに留意されたい。 

 

２ 残置物処理等業務規程の認可（法第 64 条第１項等関係） 

   居住支援法人は、残置物処理等業務を行う場合には、単管省令第 30条第２号に掲げる事項を記載

した残置物処理等業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 

残置物処理等業務規程の認可に当たっては、当該規程が残置物処理等業務を公正かつ適確に実施

することができると認められるものとなっているか、例えば、以下のような点から総合的に確認され

たい。 

・ 住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、当該契約に基づく事務の

処理その他の業務を当該住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適

確に行うことができるものとなっているか 

・ 公正かつ適確な残置物処理等業務の実施が確認できる程度に具体的に検討され、定められたも

のとなっているか 

   この点、令和３年に、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契

約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデ

ル契約条項」（以下「モデル契約条項」という。）を作成したところであり、これを活用することによ
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り合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては単身高齢者の居住の安定確保が図られること

が期待されている。これを踏まえ、居住支援法人による残置物処理等業務の実施においてもモデル契

約条項の活用が基本となるとの考えに基づき、「残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き」（別

添）を作成した。居住支援法人において本手引きを踏まえて残置物処理等業務規程を作成すること

や、都道府県知事において本手引きを参照しつつ、居住支援法人が作成した残置物処理等業務規程に

おけるモデル契約条項の適確な活用及び活用しない場合の具体的な内容や妥当性等を確認して、認

可の判断の参考とすることは、残置物処理等業務の公正かつ適確な実施を確保する上で有効と考え

られるので、適宜活用されたい。 

 

第２ 残置物処理等業務の実施における留意事項 

１ 法及び他の法令の規制の適用及び遵守について 

残置物処理等業務を行う上で関係し得る法令の規制は、その業務の実態や実際の状況等に応じて

多岐にわたるところ、これらに抵触することのないよう行う必要がある。 

具体的には、居住支援法人において、例えば、以下のような行為についての法令の規定の適用及び

遵守の方法について、事前に許認可等を所管する地方公共団体等の窓口に確認等を行うことを要す

る場合が考えられるので、残置物処理等業務の認可主体である都道府県知事においても、当該居住支

援法人が必要な確認等を怠ることのないよう注意喚起等に努められたい。なお、居住支援法人による

当該確認等の結果、実際の残置物処理等業務の実施方法を変更することも想定されることから、居住

支援法人が残置物処理等業務規程の認可の申請等とは別途当該確認等を行い、都道府県（居住支援法

人担当）においてはその状況を踏まえて残置物処理等業務規程の認可等を行うことが望ましい。 

（例） 

  ・ 動産を廃棄する場合 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）

の廃棄物は、同法に基づき適正に処理されなければならない。 

すなわち、居住支援法人が残置物処理等業務を行う際、（モデル契約条項の活用の有無にかかわ

らず、）処理する動産が廃棄物に該当する場合には2、当該廃棄物の処理を廃棄物処理法に基づき

適正に行う必要がある。具体的には、例えば、廃棄物処理業の許可を受けた事業者に委託するこ

と等が考えられる3。 

 
2  廃棄物該当性の判断については、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有

者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものとされている。なお、廃棄物に該当する物については、再生

後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、廃棄物処理法の適用があることに留意されたい。 
3  モデル契約条項において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、非指定残置物の中に同法にいう「廃棄

物」が含まれる場合において、受任者がその収集・運搬・処分をリサイクル業者等に委託するときは、原則

として当該リサイクル業者等に同法に規定する廃棄物処理業に係る許可が必要である（この場合、処理に当

たっては、同法施行令に規定する処理基準に従わなければならない）ことに留意が必要である。他方で、受

任者自身が収集・運搬・処分を行う場合には、当該許可は不要であると考えられる。」とあるが、これはモデ

ル契約条項では、受任者として居住支援法人のほか委任者の推定相続人も想定しているためであり、居住支

援法人の残置物処理等業務の実態や個別の状況等に応じて異なる取扱いがなされる場合があることから、許

認可等を所管する窓口へその要否について確認等を行うことが重要である。なお、上記モデル契約条項にお

ける記載は非指定残置物に関する整理であるが、処理する動産が指定残置物である場合であっても、非指定

残置物である場合と同様、その取扱いについて許認可等を所管する窓口へ確認等を行うことが重要である。 
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・ 動産を換価する場合 

古物営業法（昭和 24 年法律第 108 号）の古物営業に該当する場合、同法に基づく規制の適用を

受ける。 

なお、居住支援法人が、賃借人である住宅確保要配慮者から金銭を得て当該住宅確保要配慮者

の動産の換価を行う場合、古物営業法第２条第２項第１号に規定する「古物を（略）委託を受け

て売買（略）する営業」に該当する場合がある。 

 

２ 事業計画等（法第 65 条及び共管省令第 45 条関係） 

   居住支援法人は、残置物処理等業務の実施のため、法第 61 条第１項の業務の変更の認可を受け、

これに伴い、当該認可を受けた日の属する事業年度の事業計画を変更しようとするときは、改正法の

施行日（令和７年 10 月１日）以降遅滞なく、共管省令第 45 条第１項の規定を踏まえた事業計画の

変更について、都道府県知事の認可を受けなければならない4。また、共管省令第 45条第３項に基づ

き、事業計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければ

ならない。 

   居住支援法人は、毎事業年度、実施計画及び事業計画を踏まえ、事業報告書及び収支決算書を作成

し、財産目録及び貸借対照表を添付して、当該事業年度経過後３月以内に、都道府県に提出しなけれ

ばならない。 

これらの資料は、いずれも、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要なものであり、

提出されない場合等には法第 68 条の監督命令等の対象となり得ることに留意されたい。 

 

３ 区分経理（法第 66 条及び共管省令第 47 条関係） 

   居住支援法人は、残置物処理等業務及びこれに附帯する業務とその他の業務の経理を区分し、そ

れぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 

   なお、改正法附則第３条に基づく準備行為として法第 61条第１項に基づく業務の変更の認可等を

受けて残置物処理等業務を実施する居住支援法人については、法第 66 条及び共管省令第 47 条に基

づく区分経理の取扱いについては、令和７年 10月１日以後最初に開始する事業年度に係るものから

実施することとして差し支えない。 

 

４ 帳簿の備付け等（法第 67 条並びに共管省令第 48 条及び第 49 条関係） 

   居住支援法人は、残置物処理等業務について、下記(1)～(5)に掲げるものを記載した帳簿を備え付

け、これを残置物処理等業務に係る契約の終了の日から起算して５年を経過する日までの間、保存し

なければならない。具体的な記載事項としては、例えば、以下のようなものが考えられる。 

(1) 残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所 

 （例）賃借人である住宅確保要配慮者の氏名及び住所 

 
4  共管省令第 45 条第１項において、新たに事業計画の記載事項が定められたところ、既存の居住支援法人に

ついては、同項の適用を一定期間猶予することができることとされている。具体的には、現に行われている

支援業務であって（業務の種別等を変更することなく）改正法の施行日（令和７年 10 月１日）以降も継続し

て行われるものについては、令和８年４月１日以降最初に開始する事業年度の事業計画から同項に沿った記

載とすることができる。 
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(2) 残置物処理等業務を行った年月日 

（例）賃借人である住宅確保要配慮者から委託を受けた年月日（例えば、死後事務委任契約締結

年月日、契約変更年月日）、当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除を行った年月日

（例えば、賃貸借契約解除事務完了年月日）、動産の保管・処分その他の処理を行った年月日

（例えば、指定残置物送付年月日、非指定残置物廃棄年月日、換価・現金返還又は供託年月日、

死後事務委任契約完了年月日） 

(3) 残置物処理等業務の内容 

 （例） 

・ 賃貸借契約解除事務の具体的内容（賃貸人からの解除通知受領等） 

・ 残置物処理業務の具体的内容（指定残置物の指定方法、指定状況の確認方法・時期、指定残

置物の指定先送付方法、非指定残置物の一時保管方法・廃棄方法等） 

 (4) 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項 

（例）残置物を換価して得た金銭等の返還や残置物処理等業務に必要な費用等の請求・精算等に係

る方法や金額、これら金銭の授受に係る特約事項の契約書への記載内容等 

(5) その他残置物処理等業務に関し必要な事項 

      (例) 残置物処理等業務の実施過程において発生した特殊事情（法的トラブルやその対応等）等 

また、居住支援法人は、残置物処理等業務について、下記(1)～(4)に掲げる書類又はこれらの写し

を、残置物処理等業務に係る契約の終了の日から起算して５年を経過する日までの間、保存しなけれ

ばならない。 

(1) 住宅確保要配慮者との間で締結した契約に係る書類 

 （(1)の例）死後事務委任契約書、指定残置物リスト等 

(2) 法第 62 条第５号の賃貸借契約の解除に係る書類 

 （(2)の例）賃貸借解除通知書等 

(3) 法第 62 条第５号の動産の保管、処分その他の処理に係る書類 

（(3)の例）動産の保管、処分その他の処理を行った事実を証する書類等 

(4) 残置物処理等業務に要した費用の請求その他金銭の授受に係る書類 

 （(4)の例）費用の請求その他金銭の授受の事実を証する書類等 

 

５ 指導及び監督（法第 68 条、第 69 条及び第 70条関係） 

 都道府県知事は、残置物処理等業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めると

きは、居住支援法人に対し、残置物処理等業務に関し監督上必要な命令をし、報告徴収及び立入検査

を行うことができるほか、一定の場合にその指定を取り消すことができる。 

残置物処理等業務に関しては、下記の整理を参考として適切に指導及び監督を行われたい。 

・ 居住支援法人が、業務変更認可を受けずに残置物処理等業務を行った場合、都道府県知事は、法

第 61 条第１項の規定に違反するものとして、法第 68 条に基づき監督命令を行うことができる。

また、法第 70条第２項第１号の規定に基づき、その指定を取り消すことができる。 

・ 居住支援法人が、業務変更認可を受けた後、残置物処理等業務規程の認可を受けずに残置物処理

等業務を行った場合、都道府県知事は、法第 68条に基づき残置物処理等業務規程の認可申請を行
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うこと等を命じた上で、これに違反したときは、法第 70 条第２項第３号の規定に基づき、その指

定を取り消すことができる。 

・ 居住支援法人が、認可を受けた残置物処理等業務規程によらないで残置物処理等業務を行った

ときは、法第 68 条に基づき監督命令を行うことができる。また、法第 70 条第２項第２号の規定

に基づき、その指定を取り消すことができる。 

・ 都道府県知事は、認可を受けた残置物処理等業務規程が残置物処理等業務の公正かつ適確な実

施上不適当となったと認めるときは、法第 64 条第４項に基づき、その残置物処理等業務規程を変

更すべきことを命ずることができる。居住支援法人がこの命令に違反したときは、法第 70 条第２

項第３号の規定に基づき、その指定を取り消すことができる。 

・ このほか、都道府県知事は、残置物処理等業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、居住支援法人に対し、残置物処理等業務に関し、法第 68条に基づき監督命令を

することができる。（残置物処理等業務に関係する他の法令の規定に違反した結果、残置物処理等

業務の公正かつ適確な実施が確保されないとき等も含まれる。） 

 

６ 公示及び報告徴収のオンライン化について 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政調査会）

及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）においてアナログ規制

の見直し等を行うこととされ、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定等）においても、確

実に見直しを実施することとされた。これらを踏まえ、法及び共管省令に基づく公示及び報告徴収に

ついて、下記のとおり運用を整理したので留意されたい。 

(1) 法第 60 条第３項、第 61 条第３項及び第 70 条第３項に基づく居住支援法人の名称等の公示並

びに共管省令第 42条、第 43条第４項及び第 45条第３項に基づく実施計画等の公示について 

書面掲示に係る規制のうち、法第 60 条第３項、第 61 条第３項及び第 70 条第３項に基づく居住

支援法人の名称等の公示については、近年の IT技術の進展による情勢を踏まえ、閲覧者の利便性

の向上の観点から、デジタル技術を活用した方法により実施することを基本とすること。 

書面掲示に係る規制のうち、共管省令第 42条、第 43 条第４項及び第 45 条第３項に基づく実施

計画等の公示については、各規定においてもインターネットの利用が例示され、デジタル技術を活

用した方法による実施が可能となっているところであるが、インターネットを利用して公衆の閲

覧に供する方法を基本とすること。 

(2) 法第 69 条第１項に基づく報告徴収について 

目視に係る規制のうち、法第 69 条第１項に基づく報告徴収については、紙面や対面実施等の

方法に限定されるものではなく、その目的を達成することができる範囲において、必要に応じて

電子メールやオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方法により実施することも

可能であること。 

 

第３ 認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為等（改正法附則第４条関係） 

   法第 72 条第１項の認定を受けようとする者は、改正法の施行日（令和７年 10 月１日）前におい

ても、同項から同条第３項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。 
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具体的には、家賃債務保証業者（居住支援法人であって法第62条第１号に掲げる業務を行うもの、

又は家賃債務保証業者登録規程（平成 29 年国土交通省告示第 898 号）第３条の登録を受けている者

をいう。）は、その行う家賃債務保証業務が下記(1)～(5)に掲げる基準のいずれにも適合しているこ

とにつき、国土交通大臣の認定を受けることができることとされており、この認定の申請を受けよう

とする家賃債務保証業者は、申請書等を家賃債務保証業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管

轄する地方整備局長、北海道開発局長等に提出しなければならないこととされている。 

改正法の施行日（令和７年 10月１日）以降、その認定がなされたときは、申請者に対しその旨通

知されるとともに、国土交通省のウェブサイトにおいて、認定家賃債務保証業者の名称等が公示され

る。 

この認定家賃債務保証業者に係る情報を居住サポート住宅の入居予定者等の住宅確保要配慮者、

居住サポート住宅を提供する事業者やその他の賃貸人、地域における居住支援の関係者等に広く提

供することは、住宅確保要配慮者が家賃債務の保証を受けられる保証会社を確保することに加え、賃

貸人と家賃債務保証業者が家賃債務の保証に係る基本契約を締結することで居住サポート住宅の入

居者確保につなげること等に有効と考えられることから、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な

入居を促進するため、都道府県においても、これら認定家賃債務保証業者に係る情報の周知普及を図

るようお願いする。 

(1) 居住サポート住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に

係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。 

(2) 家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした全ての住宅確保要配慮者に対

し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族、友人、知人等の自然

人の連絡先の提供を求めないものであること。（居住支援法人等でも可とする。） 

(3) 家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした全ての住宅確保要配慮者に対

し、その保証に係る保証委託契約の締結の条件として、保証人の設定を求めないものであること。 

(4) 保証委託契約に係る保証委託料が、当該保証委託契約の履行のために要する費用に照らして不

当に高いものでないこと。 

(5) 保証委託契約の締結の実績、標準的な保証委託契約の内容等について、インターネットの利用

その他の適切な方法により公示するものであること。 

  

 

以 上 

 


